
平成 26 年 3 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高浜市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

全部委    一部委託 ・ 委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

事 業 内 容 

・ 平成２３・２４年度に養成した市民後見人について、市民後見人のあり

方を検討し、かつ市民後見人の今後の活動に対する相談や助言が受けら

れるようにするため、また、地域に幅広く権利擁護を浸透させていくた

めの組織「権利擁護推進センター」の設置に向け、検討会を設置し、毎

月１回程度検討会を実施した。 

・ 検討会委員：学識経験者、弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協

議会職員 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

・ 市民後見人のあり方を検討し、かつ市民後見人の今後の活動に対する相

談や助言が受けられるようにするため、また、地域に幅広く権利擁護を

浸透させていくための組織「権利擁護推進センター」の設置に向けた検

討会。 

・ 平成２５年４月２５日・５月３０日・６月２０日・７月１７日・８月２

９日・９月２４日・１１月１９日の計７回開催。 

・ １回の検討会は概ね２時間。 

・ １２月以降は他事業で継続実施している。 

備      考 
 

 

別添 


